
6 

 

Ⅱ 業務の概要 

１ 警 防 編  

⑴ 警防業務 

① 火災発生状況 

令和６年中の北消防署管内の火災件数は２２件で、前年に比べ２件増加し、被 

害状況は、損害額２３，０５７千円、焼損床面積１６４㎡、死者２名、負傷者７名

でした。これは、１６日に１件の割合で火災が発生したことになり、１件あたりの

損害額は約１，０４８千円となっています。火災種別でみると、建物火災が１６件

と全火災の７２％で最も高い比率を占め、次いで、その他火災と車両火災の各３件

となっています。原因別では配線器具が４件となりトップで、次いで放火（放火の

疑い含む）、たばこが各３件となっています。  

また、令和６年中の堺市消防局管内の火災件数は２１２件と前年に比べ２４件増

加し、被害状況は、損害額２６６，９６８千円、死者１１名、負傷者３６名でした。 

 

 

表１－１ 火災件数 

 
北消防署管内 前 年 比     消防局管内 前 年 比     

建   物 １６ ＋１ １５６ ＋２６ 

車   両 ３ ＋２ ２２ －１ 

船   舶 ０ ±０ ０ ±０ 

林   野 ０ ±０ １ ＋１ 

そ の 他 ３ －１ ３３ －２ 

合   計 ２２ ＋２ ２１２ ＋２４ 

 

表１－２ 焼損別棟数（北消防署管内） 

          令和５年 令和６年 増減状況 

  全   焼 ３ １ －２ 

  半   焼 ２ ０ －２ 

  部 分 焼 １ ４ ＋３ 

  ぼ   や １２ １１ －１ 

合   計 １８ １６ －２ 
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表１－３ 損害額・焼損床面積（北消防署管内）  （損害額単位：千円） 

 

 

表１－４ 死傷者 

 

表１－５ 負傷者の性別・年齢（北消防署管内） 

年 

齢 
～9 10～ 20～ 30～ 40～ 50～ 60～ 70～ 80～ 

合 

計 

男 

性 
０ ０ １ １ １ ０ ０ ０ １ ４ 

女 

性 
０ ０ １ ０ ０ １ ０ １ ０ ３ 

合 

計 
０ ０ ２ １ １ １ ０ １ １ ７ 

 
令和５年 令和６年 増 減 状 況       

０

０

０ 

損 

 

 

 

害 

 

 

 

額 

建 物 １０，６９１ ８，９９８ －１，６９３ 

収容物 ２１，２７６ １０，０４２ －１１，２３４ 

車 両 ８９ １，２９２ ＋１，２０３ 

船 舶 ０ ０ ±０ 

その他 ２５４ ２，７２５ ＋２，４７１ 

爆 発 ０ ０ ±０ 

合 計 ３２，３１０ ２３，０５７ －９，２５３ 

焼損 

床面積 
建 物 ４３３㎡ １６４㎡ －２６９㎡ 

 北消防署管内 前年比 消 防 局 管 内 前年比 

死  者       ２ ＋２ １１ ＋９ 

負 傷 者       ７ ＋５ ３６ ＋７ 
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表１－６ り災状況（北消防署管内） 

 令和５年 令和６年   増 減 状 況       

  り災世帯 ８       １３      ＋５     

  り災人員 １２      ２７      ＋１５     

※り災世帯については類焼火災も含む 

 

表１－７ 過去５年間の主な火災原因（北消防署管内） 

№ 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

１ 
電気機器 

８ 

こんろ 

３ 

こんろ 

５ 
放火（疑い含む） 

たばこ 

こんろ 

各３ 

 

 

 

 

配線器具 

 

   ４ 

２ 

放火 

（疑い含む） 

７ 
放火 

（疑い含む） 

たばこ 

電気機器 

配線器具 

各２ 

その他 

   ４ 

３ 
その他 

６ たばこ 

ストーブ 

各３ 

電気機器 

電灯・電話等の配線 

各２ 

４ 
こんろ 

   ３ 
ストーブ 

マッチ・ライター 

火遊び 

各１ ５ 

たばこ 

配線器具 

各２ 

放火（疑い含む） 

電灯・電話等の配線 

各２ 

放火（疑い含む） 

たばこ 

   各３ 

 

表１－８  過去１０年間の火災件数の推移 

  H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

消 防 局 管 内 215 188 250 204 186 185 173 203 188 212 

北消防署管内 29 26 27 25 31 30 15 23 20 22 

 

215
188

250

204
186 185

173

203
188

212

29 26 27 25 31 30
15 23 20 22

0

50

100

150

200

250

300

H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

過去10年間の火災件数の推移

消防局 管内

北消防署 管内

8 



9 

 

表１－９ 町別火災発生件数 

◎ 北本署管内 

 
金 岡 町       ４ 奥 本 町       １ 中 村 町       ２ 

 

長 曽 根 町       １ 常 磐 町       １ 野 遠 町       ０ 

大 豆 塚 町       １ 東浅香山町       １ 新 金 岡 町       ４ 

新 堀 町       ０ 宮 本 町       ０ 八 下 北       ０ 

船 堂 町       ０ 蔵 前 町       １ 東 雲 東 町 ０ 

北 花 田 町       １ 南 花 田 町       ０ 南 長 尾 町 ０ 

北 長 尾 町 １ 中 長 尾 町 ０   

黒  土   町 ０ 東三国ヶ丘町 ０   

 
合  計 １８ 

〇 自主防災地区別火災件数（本署管内） 

金岡校区 金岡南校区 北八下校区 光竜寺校区 五箇荘校区 五箇荘東校区 

２ ２ ２ ０ ２ ２ 

新金岡校区 新金岡東校区 新浅香山校区 東浅香山校区 東三国丘校区 大泉校区 

１ ２ １ ２ １ １ 

 

◎ 百舌鳥出張所管内 

 
百舌鳥本町 ０ 百舌鳥西之町 ０ 中百舌鳥町       １ 

 

百舌鳥梅北町 ０ 百舌鳥梅町 ０ 東上野芝町 2丁 ０ 

百舌鳥赤畑町 １ 百舌鳥陵南町 ２ 
 

 

 合     計 ４ 

○ 自主防災地区別火災件数（百舌鳥管内） 

中百舌鳥校区 西百舌鳥校区 百舌鳥校区 

１ ２ １ 
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② 火災以外の災害事故発生状況 

火災以外の災害事故発生件数については、表１－１０のとおりで、令和６年中は

４８６件でした。その内、警戒の２３８件が最も多く、次いで救助の２３７件の順

になっています。（※令和４年まで計上しておりました「救急支援件数」は、救急

隊の出場件数に包括されるため、令和５年以降は非掲載となります。） 

 

これらを前年と比較すると、救助など数多くの事故において、件数が減少してい

ますが、警戒が４６件でかなりの増加となり、全体的な事故件数は増加になりまし

た。１日あたりの平均出場件数は１．３件となっています。 

 

表１－１０  火災以外の災害事故発生状況（北消防署管内）       

事後聞知とは：発生後７日間を超えて覚知した火災で統計上火災件数として計上しないもの。 

応援とは：他市町への応援件数。  

救助とは：交通事故等で要救助者が発生したもの。 

警戒とは：火災等に発展する危険性が著しく大きいもの（ガス漏れ、引火性油類の漏洩等）及

び警戒以外の災害種別に該当しないもの。 

 

 

 

 

 

 

      発生年 

災害種別 
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

統
計
外
の
火
災 

事後聞知 

９ ７ ７ ６ ４ 
雑  草 

塵  芥 

廃  材 

警  戒 １５９ １６８ １７７ １９２ ２３８ 

誤  報 ７ ４ ７ １０ ６ 

虚  報 ０ ０ １ ３ １ 

応  援 １ ０ ０ ３ ０ 

救  助 １６４ １４５ １８０ ２４６ ２３７ 

救急支援 ３９９ ３７９ ４２０   

風 水 害 １ ０ １ １ ０ 

地震災害 ０ ０ ０ ０ ０ 

合  計 ７４０ ７０３ ７９４ ４６１ ４８６ 
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③ 自主防災訓練指導状況 

自主防災組織は、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守ろう」という考  

えに基づき自主的に結成する組織です。自主的な防災活動が効果的かつ組織的に行

われるためには、自主防災組織の整備、災害時における情報伝達・警戒体制の整備、

大規模な災害を想定しての防災訓練の積み重ねなどが必要です。北消防署管内では、

堺市北区役所の担当課と共に８回の自主防災訓練（参加者、延べ２，１５０人）の

指導を実施しました。 
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⑵ 救急業務 

①  救急体制 

堺市消防局管内においては、消防本部、救急ワークステーション、９消防署に

計２６台の高規格救急車を配置し、救急救命士を含む高度な専門教育を受けた救

急隊員が２４時間、２交替制で市民等の救急要請に対応できる体制を整え活動し

ています。 

北消防署では北本署に２台（平成２５年４月から北第２救急隊を運用）、百舌鳥

出張所に２台（ポンプ車との乗替え運用による百舌鳥第２救急隊を含む）、計４台

の高規格救急車を配置しています。 

 

② 救急発生状況 

ア 救急件数 

令和６年中の堺市消防局管内における救急出場件数は７１，４３６件、搬送

人員が６３，１１３人、１日平均１９６件、約７分に１回の割合で救急車が出

場し、前年に比べ出場件数が６９５件、搬送人員が１，０００人の増加となっ

ています。 

北消防署管内の救急出場件数は１１，３３４件、搬送人員は９，８９６人で、 

前年と比較すると出場件数が４３７件、搬送人員では４１０人の増加となってい

ます。 

なお、北消防署に配置されている救急隊の出場件数は北救急隊３，１８９件、

北第２救急隊３，１５０件、北臨時編成非常用救急隊１０３件、百舌鳥救急隊３，

６２２件、百舌鳥第２救急隊２，０３９件、計１２，１０３件（北区外も含む）

でした。 

 表２－１ 救急概況（速報値） 

区分 
北消防署管内 

（北区） 
前 年 比 

堺市消防局管内 

（堺市、高石市、大阪狭山市） 
前 年 比 

出場件数 １１，３３４件 ＋４３７件 ７１，４３６件 ＋６９５件 

搬送人員 ９，８９６人 ＋４１０人 ６３，１１３人 ＋１，０００人 

１日平均 

出場件数 
３１件 ＋１件 １９６件 ＋２件 

出場頻度 約４６分に１回  約７分に１回  
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表２－２ 救急件数の推移 

 

＊令和３年４月１日より大阪狭山市が堺市消防局管内となったことにより、救急隊が３隊（臨時

救急隊含む）増え全３２救急隊となっています。 

 

 

表２－３ 北区の救急出場件数 
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イ 事故種別出場状況（北消防署管内） 

例年同様、「急病」が最も多く、７，９５６件です。年々増加傾向で、全体の

７０．０％を占め、以下「一般負傷」「転院」と続き、これら３種別で全体の約

９０％を占めています。 

 

 

表２－４ 事故種別出場状況 

     

区分 令和５年 令和６年 増減 

火  災 １８ ３７ ＋１９ 

自然災害 ０ ０ ０ 

水  難 ０ １ ＋１ 

交  通 ６２１ ５６６ －５５ 

労働災害 ２５ ２９ ＋４ 

運動競技 ３６ ３７ ＋１ 

一般負傷 １，５７０ １，７３２ ＋１６２ 

加  害 ４９ ４９ ０ 

自  損 ７５ ６７ －８ 

急  病 ７，７３３ ７，９５６ ＋２２３ 

転  院 ６２２ ７２５ ＋１０３ 

そ の 他 １４８ １３６ －１２ 

合  計 １０，８９７ １１，３３５ ＋４３８ 

※令和５年は確定値、令和６年は速報値 
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ウ 傷病程度別搬送人員（北消防署管内） 

軽症者の占める割合が５４．７％と非常に高く、緊急性のある患者のために 

救急車の適正利用を考えなければなりません。 

（割合表示については、小数点２位を四捨五入し表示しています。） 

 

 

■軽症

54.7％

5431人

■中等症

43.3％

4272人

■重症

0.6%

55人

■死亡 1.4% 135人

■その他

０％

３人

傷病程度別搬送人員（速報値）

軽症 中等症 重症 死亡 その他

 

 

軽症 ：傷病の程度が入院加療を必要としないもの 

中等症：傷病の程度が入院を必要とするもので重症に至らないもの。 

重症 ：傷病の程度が３週間以上の入院を必要とするもの。 

死亡 ：初診時において死亡が確認されたもの。 
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③ 応急手当の普及啓発活動の推進状況 

もし家族等が心肺停止になったとき、救急隊が現場に到着する前に、付近にい 

る人によって的確な応急手当が実施されれば、救命される可能性が一層向上する 

ことは明らかです。 

そのため堺市消防局では、応急手当の普及啓発を目的とした応急手当普及員の養

成を実施し応急手当普及員による救命講習会を実施しています。 

令和６年中、北消防署管内において応急手当普及員により１６回２９５人に、

心肺蘇生法並びにＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用法等の応急手当の指導を行

い、普通救命講習修了証および救命入門コース参加証を交付しました。 

 

 

表２－６ 救命講習指導状況 

（応急手当普及員による普通救命講習・救命入門コース） 

 
保育所 

幼稚園 
学校 自治会 事業所 

福祉 

施設 

スポー

ツ施設 
その他 合計 

回数

（回） 
４ ２ ０ ６ ０ ０ ４ １６ 

人員

（人） 
５３ ３６ ０ １８ ０ ０ １８８ ２９５ 

 

備考： 消防局救急部救急課救命講習担当において実施された件数については計上して

いません。 

 

④ 救急広報 

救急業務に対する市民の正しい理解と認識を深め、救急車の適正利用と傷病者 

の救命率向上を図ることを目的に毎年、９月９日の「救急の日」を含む「救急医 

療週間」には駅や医療機関等にポスターの掲出を依頼し救急業務のアピールに努

めています。 
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⑶ １１９番通報の要領 

 

・堺市内から１１９番をかけると、堺区にある消防指令センターにつながります。 

・指令員が尋ねることに落ち着いて答えてください。 

 

 

  通報者  局番なしの１１９番 

 

  指令員  「１１９番、消防です。火事ですか。救急ですか。」 

 

  通報者  「火事です。（救急です。）」 

 

  指令員  「何が燃えていますか。（どうされましたか。）」 

 

  通報者  「家です。（急病です。）」 

 

  指令員  「住所はどこですか。」 

 

  通報者  「堺市○区○○町○○丁○○番地○○号です。」 

 

  指令員  「近くに目標となるものはありますか。」 

 

  通報者  「○○の東・西・南・北○○ｍにあります。」 

 

  指令員  「逃げ遅れ、ケガ人はいませんか。」 （火災の場合） 

   

  通報者  「今のところわかりません。」    （火災の場合） 

                                    

  指令員  「あなたのお名前と、今お使いの電話番号をおしえてください。」 

 

  通報者  「わたしは○○です。電話は○○○‐○○○○です。」 

 

  指令員  「わかりました。ただちに消防車（救急車）が向かいます。」 

 

 


